
（様式１-２） 

質 疑 回 答 書 

（黒鳥山公園飲食店舗等施設整備・管理運営事業に係る公募型プロポーザル） 

 

令和 ７年 ５月２３日 

  

質疑 

No. 

質問対象 
質疑内容 回答 

箇所 項目名 

１ 仕様書 P.1 (3)施設の設計・工事 公園内の一部を工事ヤードとして使用可能ですか？ 
公園内を工事ヤードとして使用することはできません。 

使用土地内で、作業を行ってください。 

２ 仕様書 P.1 (3)施設の設計・工事 
建築基礎部分の掘削残土や敷地内の二次造成による残土について、公園の他の

エリアや使用土地内に存置する（敷き均す）ことは可能でしょうか？  

使用土地内での敷き均しについては支障ありませんが、公園内の他のエリアへ

の持ち出しは認められません。持ち出す場合は公園外で適切な残土処分を行っ

てください。 

３ 仕様書 P.2 
(5)市が整備する範

囲と公園施設 

令和８年６月時点での市の整備状況や、先行して供用開始する施設の見込み、

その後の整備の計画などを教えてください。 

令和８年６月時点での市の整備状況の見込みとしては市道の暫定拡幅、公園進

入通路の拡幅（ロータリー部分除く）、園名板の設置、トイレの建替えを完了す

る見込みです。エントランス部分の主の動線となる箇所は舗装を行いますが、

それ以外の箇所は未舗装の箇所があります。また、駐車場は精算機器を設置し

運用を開始しますが、表面が砕石（砂利）の状態や、一部未整備区域が残る形

での暫定供用となる予定です。その後も工事が続くため、暫定供用の間は駐車

場台数が一時的に 10 台程度減少する見込みです。詳細は別添図をご確認くださ

い。現時点での見込みであるため、変更が生じる可能性があり、随時工事の進

捗に併せ情報を共有していく予定です。 

令和８年６月以降の計画としては駐車場の舗装や遊具広場、ロータリー等の整

備を進め、令和９年度までで全体完成を目指しております。 
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